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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　生体由来の成長誘導対象に培養液を灌流する第一の培養槽、
　サイトカインを分泌する分泌体に培養液を灌流する第二の培養槽、および、
　検出部と記憶部と制御部とを備えた成長誘導制御装置、を備えた成長誘導システムにお
いて、
　前記記憶部は、
　成長誘導手順を規定する成長誘導プロトコルを記憶し、
　前記制御部は、
　前記検出部を介して前記成長誘導対象の成長状況を検出する成長状況検出手段と、
　前記成長誘導プロトコルに基づいて、前記成長誘導対象の成長状況に応じて、前記分泌
体が分泌したサイトカインを含む培養液を前記成長誘導対象に供給する流量を制御する流
量制御手段と、
　を備え、
　前記第一の培養槽にて前記成長誘導対象に灌流された前記培養液は、
　少なくとも前記第二の培養槽を含む他の前記培養槽へ還流されるように流体連結されて
いることを特徴とする、成長誘導システム。
【請求項２】
　請求項１に記載の成長誘導システムにおいて、
　更に、別のサイトカインを分泌する分泌体に培養液を灌流する第三の培養槽を備え、
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　前記流量制御手段は、更に、
　前記第二の培養槽の前記分泌体を前記成長誘導対象として、第三の培養槽の前記分泌体
から分泌されたサイトカインを含む培養液を当該成長誘導対象に供給する流量を制御する
こと、
　を特徴とする、成長誘導システム。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の成長誘導システムにおいて、
　更に、別のサイトカインを分泌する分泌体に培養液を灌流する第四の培養槽を備え、
　前記流量制御手段は、更に、
　前記成長誘導プロトコルに基づいて、前記成長誘導対象の成長状況に応じて、前記第二
の培養槽の前記分泌体から分泌されるサイトカインから、前記第四の培養槽の前記分泌体
から分泌されるサイトカインに切り替えて、前記培養液を前記成長誘導対象に供給する切
替制御を行うこと、
　を特徴とする、成長誘導システム。
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれか一つに記載の成長誘導システムにおいて、
　前記流量制御手段は、更に、
　前記第一の培養槽の前記成長誘導対象を分泌体として、当該分泌体から分泌されたサイ
トカインを含む培養液を他の前記培養槽に供給する流量を制御すること、
　を特徴とする、成長誘導システム。
【請求項５】
　請求項１乃至４のいずれか一つに記載の成長誘導システムにおいて、
　前記流量制御手段は、
　前記培養槽間の流路に設けられた弁を介して、前記流量を制御することを特徴とする、
成長誘導システム。
【請求項６】
　請求項１乃至４のいずれか一つに記載の成長誘導システムにおいて、
　前記流量制御手段は、
　前記培養槽間で液体を移動させるロボットを介して、前記流量を制御することを特徴と
する、成長誘導システム。
【請求項７】
　請求項１乃至６のいずれか一つに記載の成長誘導システムにおいて、
　前記成長誘導プロトコルは、
　前記成長誘導対象の増殖および／または分化を誘導する手順を規定することを特徴とす
る、成長誘導システム。
【請求項８】
　請求項１乃至７のいずれか一つに記載の成長誘導システムにおいて、
　前記サイトカインは、
　ホルモン、リンフォカイン、ケモカイン、モノカイン、マイオカイン、インターロイキ
ン、インターフェロン、造血因子、細胞増殖因子、腫瘍壊死因子（ＴＮＦ）、アディポカ
イン、神経栄養因子、抗体、液性リガンド、神経伝達物質、シグナル伝達物質、走化性誘
引物質、および／または、その他の液性因子であることを特徴とする、成長誘導システム
。
【請求項９】
　請求項１乃至８のいずれか一つに記載の成長誘導システムにおいて、
　前記成長誘導対象および／または前記分泌体は、
　細胞、組織、または、器官であることを特徴とする、成長誘導システム。
【請求項１０】
　生体由来の成長誘導対象に培養液を灌流する第一の培養槽、および、サイトカインを分
泌する分泌体に培養液を灌流する第二の培養槽に少なくとも接続され、記憶部と検出部と
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制御部とを備えた成長誘導制御装置であって、
　前記記憶部は、
　成長誘導手順を規定する成長誘導プロトコルを記憶し、
　前記制御部は、
　前記検出部を介して前記成長誘導対象の成長状況を検出する成長状況検出手段と、
　前記成長誘導プロトコルに基づいて、前記成長誘導対象の成長状況に応じて、前記分泌
体が分泌したサイトカインを含む培養液を前記成長誘導対象に供給する流量を制御する流
量制御手段と、
　を備え、
　前記第一の培養槽にて前記成長誘導対象に灌流された前記培養液は、
　少なくとも前記第二の培養槽を含む他の前記培養槽へ還流されるように流体連結されて
いることを特徴とする、成長誘導制御装置。
【請求項１１】
　生体由来の成長誘導対象に培養液を灌流する第一の培養槽、および、サイトカインを分
泌する分泌体に培養液を灌流する第二の培養槽に少なくとも接続され、成長誘導手順を規
定する成長誘導プロトコルを記憶する記憶部と検出部と制御部とを備えたコンピュータに
おいて実行される成長誘導制御方法であって、
　前記制御部において実行される、
　前記検出部を介して前記成長誘導対象の成長状況を検出する成長状況検出ステップと、
　前記成長誘導プロトコルに基づいて、前記成長誘導対象の成長状況に応じて、前記分泌
体が分泌したサイトカインを含む培養液を前記成長誘導対象に供給する流量を制御する流
量制御ステップと、
　を含み、
　前記第一の培養槽にて前記成長誘導対象に灌流された前記培養液は、
　少なくとも前記第二の培養槽を含む他の前記培養槽へ還流されるように流体連結されて
いることを特徴とする、成長誘導制御方法。
【請求項１２】
　生体由来の成長誘導対象に培養液を灌流する第一の培養槽、および、サイトカインを分
泌する分泌体に培養液を灌流する第二の培養槽に少なくとも接続され、成長誘導手順を規
定する成長誘導プロトコルを記憶する記憶部と検出部と制御部とを備えたコンピュータに
実行させるための成長誘導制御プログラムであって、
　前記第一の培養槽にて前記成長誘導対象に灌流された前記培養液は、
　少なくとも前記第二の培養槽を含む他の前記培養槽へ還流されるように流体連結されて
おり、
　前記制御部において、
　前記検出部を介して前記成長誘導対象の成長状況を検出する成長状況検出ステップと、
　前記成長誘導プロトコルに基づいて、前記成長誘導対象の成長状況に応じて、前記分泌
体が分泌したサイトカインを含む培養液を前記成長誘導対象に供給する流量を制御する流
量制御ステップと、
　を実行させるための、成長誘導制御プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、成長誘導システム、成長誘導制御装置、成長誘導制御方法、および、成長誘
導制御プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、長期間の臓器機能維持や成長を目的として、様々な種類の培養装置や培養方法が
開発されている。例えば、特許文献１には、哺乳動物から摘出された臓器又は組織を灌流
培養する方法であって、生体内において第一の臓器又は組織に連続している第二の臓器又
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は組織と共に摘出し、第二の臓器又は組織を固定することによって第一の臓器又は組織を
吊り下げ、第一の臓器又は組織の血管に灌流液を灌流させる方法が開示されている。
【０００３】
　また、特許文献２には、ヒト幹細胞やヒト造血前駆細胞やヒト間質細胞を、連続的また
は周期的に交替ないし潅流される液体培養培地中で培養し、培養を生理学的に許容可能な
条件下で保持しながら、栄養素を補給することにより、エクスビボ（ｅｘ　ｖｉｖｏ）で
ヒト前駆細胞を得る方法が開示されている。
【０００４】
　また、特許文献３では、組織や臓器を成長させるため、１つ以上の流入口、流出口、セ
ンサ、臓器取り付け部位および／または臓器識別子を有する成長チャンバを有するバイオ
リアクタを構成し、バイオリアクタにおいて１つ以上の要因に応答した成長条件の監視、
変更、臓器成長、機能最適化、滅菌、成長環境の提供、臓器・組織起源の追跡等の機能を
有することが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特許第５８８１４２２号公報
【特許文献２】特開２００１－１２０２６１号公報
【特許文献３】特表２０１３－５１０５９０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、従来の培養装置や培養方法では、以下のような種々の問題があった。
【０００７】
　例えば、特許文献１の灌流培養方法の欠点を補って、特許文献２のヒト幹細胞含有組成
物の培養方法では、臓器に血液ないし培養液を環流させることにより、生きた臓器から排
出される老廃物の除去を可能とし、臓器の機能を保持したまま長期培養を可能とすると開
示されているものの、臓器の機能維持を目的とするものであり、臓器を成長させる方法と
して用いるには不十分であった。
【０００８】
　また、特許文献３の臓器形成方法では、臓器の成長分化について開示しているものの、
上流に配置された特定のサイトカイン分泌細胞が、下流の臓器にサイトカインを提供する
と開示されるのみであり、臓器の成長段階ごとに応じて必要なサイトカイン（ホルモンや
成長因子等）が変化する場合に適用できない、という問題があった。
【０００９】
　本発明は上記の問題点に鑑みてなされたものであり、成長段階ごとのサイトカイン添加
を必要とすることなく成長を誘導することができる成長誘導システム、成長誘導制御装置
、成長誘導制御方法、および、成長誘導制御プログラムを提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　このような目的を達成するため、本発明の成長誘導システムは、生体由来の成長誘導対
象に培養液を灌流する第一の培養槽、サイトカインを分泌する分泌体に培養液を灌流する
第二の培養槽、および、検出部と記憶部と制御部とを備えた成長誘導制御装置、を備えた
成長誘導システムにおいて、前記記憶部は、成長誘導手順を規定する成長誘導プロトコル
を記憶し、前記制御部は、前記検出部を介して前記成長誘導対象の成長状況を検出する成
長状況検出手段と、前記成長誘導プロトコルに基づいて、前記成長誘導対象の成長状況に
応じて、前記分泌体が分泌したサイトカインを含む培養液を前記成長誘導対象に供給する
流量を制御する流量制御手段と、を備えたことを特徴とする。
【００１１】
　また、本発明の成長誘導システムは、上記の成長誘導システムにおいて、更に、別のサ
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イトカインを分泌する分泌体に培養液を灌流する第三の培養槽を備え、前記流量制御手段
は、更に、前記第二の培養槽の前記分泌体を前記成長誘導対象として、第三の培養槽の前
記分泌体から分泌されたサイトカインを含む培養液を当該成長誘導対象に供給する流量を
制御すること、を特徴とする。
【００１２】
　また、本発明の成長誘導システムは、上記の成長誘導システムにおいて、更に、別のサ
イトカインを分泌する分泌体に培養液を灌流する第四の培養槽を備え、前記流量制御手段
は、更に、前記成長誘導プロトコルに基づいて、前記成長誘導対象の成長状況に応じて、
前記第二の培養槽の前記分泌体から分泌されたサイトカインから、前記第四の培養槽の前
記分泌体から分泌されたサイトカインに切り替えて、前記培養液を前記成長誘導対象に供
給する切替制御を行うこと、を特徴とする。
【００１３】
　また、本発明の成長誘導システムは、上記の成長誘導システムにおいて、前記第一の培
養槽にて前記成長誘導対象に灌流された前記培養液は、少なくとも前記第二の培養槽を含
む他の前記培養槽へ還流されるように流体連結されていること、を特徴とする。
【００１４】
　また、本発明の成長誘導システムは、上記の成長誘導システムにおいて、前記流量制御
手段は、更に、前記第一の培養槽の前記成長誘導対象を分泌体として、当該分泌体から分
泌されたサイトカインを含む培養液を他の前記培養槽に供給する流量を制御すること、を
特徴とする。
【００１５】
　また、本発明の成長誘導システムは、上記の成長誘導システムにおいて、前記流量制御
手段は、前記培養槽間の流路に設けられた弁を介して、前記流量を制御することを特徴と
する。
【００１６】
　また、本発明の成長誘導システムは、上記の成長誘導システムにおいて、前記流量制御
手段は、前記培養槽間で液体を移動させるロボットを介して、前記流量を制御することを
特徴とする。
【００１７】
　また、本発明の成長誘導システムは、上記の成長誘導システムにおいて、前記成長誘導
プロトコルは、前記成長誘導対象の増殖および／または分化を誘導する手順を規定するこ
とを特徴とする。
【００１８】
　また、本発明の成長誘導システムは、上記の成長誘導システムにおいて、前記サイトカ
インは、ホルモン、リンフォカイン、ケモカイン、モノカイン、マイオカイン、インター
ロイキン、インターフェロン、造血因子、細胞増殖因子、腫瘍壊死因子（ＴＮＦ）、アデ
ィポカイン、神経栄養因子、抗体、液性リガンド、神経伝達物質、シグナル伝達物質、走
化性誘引物質、および／または、その他の液性因子であることを特徴とする。
【００１９】
　また、本発明の成長誘導システムは、上記の成長誘導システムにおいて、前記成長誘導
対象および／または前記分泌体は、細胞、組織、または、器官であることを特徴とする。
【００２０】
　また、本発明の成長誘導制御装置は、生体由来の成長誘導対象に培養液を灌流する第一
の培養槽、および、サイトカインを分泌する分泌体に培養液を灌流する第二の培養槽に少
なくとも接続され、記憶部と検出部と制御部とを備えた成長誘導制御装置であって、前記
記憶部は、成長誘導手順を規定する成長誘導プロトコルを記憶し、前記制御部は、前記検
出部を介して前記成長誘導対象の成長状況を検出する成長状況検出手段と、前記成長誘導
プロトコルに基づいて、前記成長誘導対象の成長状況に応じて、前記分泌体が分泌したサ
イトカインを含む培養液を前記成長誘導対象に供給する流量を制御する流量制御手段と、
を備えたことを特徴とする。
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【００２１】
　また、本発明の成長誘導制御方法は、生体由来の成長誘導対象に培養液を灌流する第一
の培養槽、および、サイトカインを分泌する分泌体に培養液を灌流する第二の培養槽に少
なくとも接続され、成長誘導手順を規定する成長誘導プロトコルを記憶する記憶部と検出
部と制御部とを備えたコンピュータにおいて実行される成長誘導制御方法であって、前記
制御部において実行される、前記検出部を介して前記成長誘導対象の成長状況を検出する
成長状況検出ステップと、前記成長誘導プロトコルに基づいて、前記成長誘導対象の成長
状況に応じて、前記分泌体が分泌したサイトカインを含む培養液を前記成長誘導対象に供
給する流量を制御する流量制御ステップと、を含むことを特徴とする。
【００２２】
　また、本発明の成長誘導制御プログラムは、生体由来の成長誘導対象に培養液を灌流す
る第一の培養槽、および、サイトカインを分泌する分泌体に培養液を灌流する第二の培養
槽に少なくとも接続され、成長誘導手順を規定する成長誘導プロトコルを記憶する記憶部
と検出部と制御部とを備えたコンピュータに実行させるための成長誘導制御プログラムで
あって、前記制御部において、前記検出部を介して前記成長誘導対象の成長状況を検出す
る成長状況検出ステップと、前記成長誘導プロトコルに基づいて、前記成長誘導対象の成
長状況に応じて、前記分泌体が分泌したサイトカインを含む培養液を前記成長誘導対象に
供給する流量を制御する流量制御ステップと、を実行させることを特徴とする。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明によれば、成長段階ごとにサイトカインを添加するコストを抑えて成長を誘導す
ることができる、という効果を奏する。より具体的には、本発明によれば、成長誘導対象
とする臓器等の他に、サイトカインを分泌する、複数種類の細胞や組織などの分泌体を共
培養し、当該分泌体と相互作用させることによって、成長誘導対象に行き渡らせるサイト
カインの種類や量をコントロールすることにより、成長誘導対象を臓器へ分化・増殖等の
成長を誘導することができるシステムや、その方法、装置、プログラム、記録媒体等を提
供することができる。さらに、成長誘導対象を細胞にすることで、細胞治療に使用可能な
細胞を増殖・分化させ、組織にすることで、細胞組織シート等に成長／分化させる方法と
しても提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】図１は、本発明の実施形態にかかる成長誘導システムの全体概要を示す構成図で
ある。
【図２】図２は、培養槽４０の直列配置の例を示す図である。
【図３】図３は、培養槽４０の並列配置の例を示す図である。
【図４】図４は、培養槽４０の還流配置の例を示す図である。
【図５】図５は、本実施形態の成長誘導システムにおける成長誘導制御装置１００の成長
誘導制御処理の一例を示すフローチャートである。
【図６】図６は、実施例１および２の構成を示す図である。
【図７】図７は、本実施例の制御部デバイス９０のシステムブロック図である。
【図８】図８は、培養手順データとホルモン分泌細胞の配置情報の例である。
【図９】図９は、弁開閉操作手順を示すフローチャートの一例である。
【図１０】図１０は、本実施形態を用いて臓器を培養し、その過程で弁の開閉操作を実施
した場合の、臓器の成長過程での各因子の培養液中濃度を示す図である。
【図１１】図１１は、実施例２における培養手順データとホルモン分泌細胞の配置情報の
例を示す図表である。
【図１２】図１２は、本実施例での弁開閉操作手順書をフローチャートで示した図である
。
【図１３】図１３は、実施例２の筋芽細胞の培養過程での各因子の培養液中濃度の時系列
変化を示す図である。
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【図１４】図１４は、本実施例２の結果得られた、胎盤細胞培養上清による肝臓細胞の増
殖を示す図である。
【図１５】図１５は、肝臓細胞培養上清による筋芽細胞の増殖を示す図である。
【図１６】図１６は、実施例３の構成図である。
【図１７】図１７は、実施例４の構成図である。
【図１８】図１８は、実施例５および実施例６の構成図である。
【図１９】図１９は、実施例７の構成図である。
【図２０】図２０は、実施例７における、細胞間作用の周回を示す図である。
【図２１】図２１は、本実施例７による筋芽細胞上清による胎盤細胞の増殖を示す図であ
る。
【図２２】図２２は、実施例８の構成図である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　以下に、本発明の本実施形態にかかる成長誘導システム、成長誘導制御装置、成長誘導
制御方法、および、成長誘導制御プログラム、並びに、記録媒体の実施形態を図面に基づ
いて詳細に説明する。なお、この実施形態によりこの発明が限定されるものではない。特
に、以下の実施形態では、培養槽間が管で接続されており、管内を流れる培養液の流量や
切替を、弁（バルブ）を用いて制御するように構成されているが、本発明はこれに限られ
ない。例えば、各培養槽は、独立した槽で互いに連結されないが、培養槽間を行き来する
ピペットロボット等のデバイスが、培養槽間の液体を運搬することによって、流量制御や
切替制御を行ってもよいものである。
【００２６】
［成長誘導システムの構成］
　まず、以下、本発明にかかる本実施形態の成長誘導システムの構成について説明し、そ
の後、本実施形態の処理等について詳細に説明する。ここで、図１は、本発明の実施形態
にかかる成長誘導システムの全体概要を示す構成図である。
【００２７】
　図１に示すように、本実施形態の成長誘導システムは、成長誘導制御装置１００と、少
なくとも２槽の培養槽４０を備えて構成される。
【００２８】
　図１において、第一の培養槽４０－１は、生体由来の成長誘導対象に培養液を灌流する
培養槽である。ここで、成長誘導対象は、細胞、組織、器官（臓器）等であってもよい。
成長誘導対象が細胞や組織である場合、培養層に培養液を行き渡らせることにより灌流を
行ってもよい。また、成長誘導対象が器官（臓器）である場合、培養臓器の血管に培養液
を行き渡らせることにより灌流を行ってもよい。より具体的には、臓器等の血管にカニュ
ーレ等のチューブを連結し、血流と同様に培養液を流入および流出させて臓器等を培養し
てもよい。なお、還流のため、培養槽４０ごとに、別個の培養液還流機構を備えていても
よい。
【００２９】
　また、第二の培養槽４０－２は、サイトカインを分泌する分泌体に培養液を灌流する第
二の培養槽である。ここで、分泌体は、細胞、組織、器官（臓器）等であってもよい。分
泌体が分泌するサイトカインは、各種のホルモン、リンフォカイン、ケモカイン、モノカ
イン、マイオカイン、インターロイキン（ＩＬ）、インターフェロン（ＩＦＮ）、造血因
子（ＣＳＦ）、細胞増殖因子、腫瘍壊死因子（ＴＮＦ）、アディポカイン、神経栄養因子
（ＮＧＦ）、抗体（アゴニスト抗体等）、液性リガンド、神経伝達物質、シグナル伝達物
質、走化性誘引物質、その他、細胞や組織、器官（臓器）等の成長に関わる液性因子であ
ってもよい。なお、本実施形態において、「成長」とは、増殖、分化、アポトーシス、ネ
クローシス等が含まれる。
【００３０】
　ここで、図１に示すように、本実施形態において、第一の培養槽４０－１と、第二の培
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養槽４０－２は、流路上に弁１を有する管で流体接続されており、この弁１を開閉するこ
とにより流量を制御可能に構成されている。弁の構造としては、フランジ形、ねじ込み形
など公知の弁（バルブ）を用いることができ、弁の調整方法としては、空気駆動式、電動
式、油圧式等による公知の調整弁を用いることができる。また、逆流を防ぐために逆止弁
を備えていてもよい。
【００３１】
　なお、図１では、成長誘導システムは、２槽の培養槽４０が図示されているが、これに
限られず、３以上の培養槽４０を、直列、並列、および／または、還流配置にて流体接続
してもよい。ここで、図２は、培養槽４０の直列配置の例を示す図である。
【００３２】
　直列配置の場合、図２に示すように、成長誘導システムは、一例として、第二の培養槽
４０－２の分泌体とは別のサイトカインを分泌する分泌体に培養液を灌流する第三の培養
槽４０－３を更に備え、後述する制御部１０２（流量制御部１０２ｂ等）が、更に、第二
の培養槽４０－２の分泌体を成長誘導対象として、第三の培養槽４０－３の分泌体から分
泌されたサイトカインを含む培養液を、第二の培養槽４０－２の成長誘導対象に供給する
流量を制御することができるように配置されている。このように第三の培養槽４０－３か
ら第二の培養槽４０－２への流量制御により、第二の培養槽４０－２の分泌体（第三の培
養槽４０－３の分泌体からみた成長誘導対象）の増殖・分化等の成長を誘導することがで
きるので、第二の培養槽４０－２の分泌体から分泌されるサイトカインの分泌量や種類等
を変化させることができ、同じ流量であっても、第一の培養槽４０－１の成長誘導対象へ
供給するサイトカインの作用量や作用内容を、間接的に制御することができる。ここで、
図３は、培養槽４０の並列配置の例を示す図である。
【００３３】
　並列配置の場合、図３に示すように、成長誘導システムは、一例として、第二の培養槽
４０－２の分泌体とは別のサイトカインを分泌する分泌体に培養液を灌流する第四の培養
槽４０－４を備え、後述する制御部１０２（流量制御部１０２ｂ等）が、更に、第一の培
養槽４０－１の成長誘導対象の成長状況に応じて、第二の培養槽４０－２の分泌体から分
泌されるサイトカインから、第四の培養槽４０－４の分泌体から分泌されるサイトカイン
へ切り替えて、培養液を当該成長誘導対象に供給する切替制御ができるように構成される
。このように第二の培養槽４０－２から第四の培養槽４０－４への切替制御により、第一
の培養槽４０－１の成長誘導対象へ供給するサイトカインの種類や作用量等を変化させる
ことができる。ここで、図４は、培養槽４０の還流配置の例を示す図である。
【００３４】
　還流配置の場合、図４に示すように、成長誘導システムは、一例として、第一の培養槽
４０－１にて成長誘導対象に灌流された培養液を、他の培養槽４０（例えば第二の培養槽
４０－２）へ還流されるように連結されている。ここで、第一の培養槽４０－１の成長誘
導対象は、分泌体としてサイトカインを分泌し、他の第二の培養槽４０－２等の成長誘導
対象としての分泌体に培養液を灌流により供給してもよい。このように第一の培養槽４０
－１から他の培養槽４０への還流流量制御により、第二の培養槽４０－２の分泌体（第一
の培養槽４０－１の分泌体からみた成長誘導対象）の増殖・分化等の成長を誘導すること
ができるので、第二の培養槽４０－２等の分泌体から分泌されるサイトカインの分泌量や
種類等を変化させることができ、結果として、第一の培養槽４０－１の成長誘導対象へ供
給するサイトカインの作用量や作用内容を、自ら間接的に制御することができる。
【００３５】
　なお、以上の直列配置、並列配置、還流配置は、任意に複数で組み合わせることができ
る。例えば、成長誘導システムは、多段階に培養槽４０を直列配置させてもよく、並列配
置と還流配置を組み合わせてもよく、第一の培養槽４０－１の分泌体から分泌されたサイ
トカインを含む培養液の還流による供給先を切替制御してもよい。なお、図示しないもの
の、弁１や流路には、フィルタ機能、熱失活機能、各種のフィルタを備えていてもよい。
また、環流系において、ガス交換部と透析部を備えていてもよい。なお、還流系は、培養
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槽４０の培養液を同じ培養槽４０に戻すものであってもよい。
【００３６】
［成長誘導制御装置１００の構成］
　再び図１に戻り、本実施形態の成長誘導制御装置１００等の構成について説明する。図
１のブロック図に示すように、本実施形態が適用される成長誘導制御装置１００の構成は
、該構成のうち本実施形態に関係する部分のみを概念的に示している。
【００３７】
　図１において、成長誘導制御装置１００は、概略的に、成長誘導制御装置１００の全体
を統括的に制御するＣＰＵ等の制御部１０２、通信回線等に接続されるルータ等の通信装
置（図示せず）に接続される通信制御インターフェイス部１０４、センサやタッチパネル
等の入力部１１２や出力部１１４に接続される入出力制御インターフェイス部１０８、お
よび、各種のデータベースやテーブルなどを格納する記憶部１０６を備えて構成されてお
り、これら各部は任意の通信路を介して通信可能に接続されている。ここで、成長誘導制
御装置１００は、マイクロコンピュータや、パーソナルコンピュータ、サーバ用コンピュ
ータなどであってもよい。
【００３８】
　記憶部１０６に格納される各種のデータベースやテーブル（例えば、成長誘導ファイル
１０６ａや培養槽配置ファイル１０６ｂ等）は、ＳＲＡＭ（Ｓｔａｔｉｃ　Ｒａｎｄｏｍ
　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）等を用いて構成される小容量高速メモリ（例えば、キャ
ッシュメモリ）等や、ＨＤＤ（Ｈａｒｄ　Ｄｉｓｋ　Ｄｒｉｖｅ）やＳＳＤ（Ｓｏｌｉｄ
　Ｓｔａｔｅ　Ｄｒｉｖｅ）等の固定ディスク装置等のストレージ手段であり、各種処理
に用いる各種のプログラムやテーブルやファイルやデータベース等を格納する。
【００３９】
　このうち、成長誘導ファイル１０６ａは、成長誘導手順を規定する成長誘導プロトコル
を記憶する成長誘導情報記憶手段である。一例として、成長誘導プロトコルは、分化ステ
ージや成長段階等に応じて、必要とされるサイトカインの種類や供給量の閾値を対応付け
て格納してもよい。ここで、成長誘導ファイル１０６ａは、各種の培養手順データ等の成
長誘導プロトコルを蓄積したデータベースとして構成してもよい。
【００４０】
　また、培養槽配置ファイル１０６ｂは、培養槽４０の配置情報を記憶する配置情報記憶
手段である。例えば、培養槽配置ファイル１０６ｂは、培養槽４０の並列／直列／還流配
置等の配置情報や、サイトカインの分泌体や成長誘導対象が収納される培養槽４０の配置
情報、弁１や配管等の配置情報や制御情報（例えば、開閉信号と流量の対応テーブル）等
を記憶してもよい。
【００４１】
　また、図２において、入出力制御インターフェイス部１０８は、センサやスイッチ等の
入力部１１２や出力部１１４の制御を行う。入力部１１２としては、成長誘導対象の成長
状況等を検出するセンサやカメラ、弁開閉の入力デバイス等を用いることができる。また
、出力部１１４としては、弁開閉アクチュエータや、ポンプ等を用いることができる。
【００４２】
　センサ等の検出部として、入力部１１２は、培養の対象とする細胞、細胞組織、器官、
臓器について、その状態を検出する。一例として、センサ等の入力部１１２は、培養槽４
０内部の環境、たとえば臓器の状態を検出する。入力部１１２は、複数のセンサを備えて
もよい。
【００４３】
　臓器等の状態を検出方法について、臓器等は、現在の状態をあらわす信号伝達物質とし
て、たんぱく質、ホルモンやサイトカインを分泌することが知られている。一例として、
入力部１１２のセンサは、この信号伝達物質を検出することにより、臓器の状態を検知す
る。より具体的には、入力部１１２のセンサは、臓器等の状態を検知する指標として、ｐ
Ｈ、塩分濃度、ナトリウムイオン濃度、カリウムイオン濃度、カルシウムイオン濃度、温
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度、糖度、圧力、シグナル伝達物質濃度、シグナル伝達たんぱく質濃度、特定波長での吸
光度などを検出してもよい。
【００４４】
　シグナル物質伝達物質濃度や、シグナルたんぱく質濃度を検出する方法として、抗体を
用いた測定法（Ｅｎｚｙｍｅ－ｌｉｎｋｅｄ　ｉｍｍｕｎｏｓｏｒｂｅｎｔ　ａｓｓａｙ
：　ＥＬＩＳＡ法）や吸光度計を用いることができる。ＥＬＩＳＡ法は、臓器等の成長誘
導対象の状態に特徴的なたんぱく質やシグナル物質を選択的に検出することにより、成長
誘導対象の状態を特定する（特許文献１参照）。シグナル伝達物質やシグナル伝達たんぱ
く質は、それを構成する芳香属アミノ酸特定の波長域２８０ｎｍで大きな吸光度を示すこ
とから（特許文献２参照）、入力部１１２は、λａｂｓ付近での吸光度を計測することで
成長誘導対象の状態を検出してもよい。
【００４５】
　また、入力部１１２は、上述の成長状況の検出の他、ボタン、レバー、タッチパネル、
ネットワーク機器等、他の入力手段を同時に備えてもよい。また、出力部１１４としては
、上述の弁開閉アクチュエータやポンプ等のほか、液晶モニタ等の表示手段を用いること
ができる。
【００４６】
　また、図１において、制御部１０２は、ＯＳ（Ｏｐｅｒａｔｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）等
の制御プログラム、各種の処理手順等を規定したプログラム、および所要データを格納す
るための内部メモリを有し、これらのプログラム等により、種々の処理を実行するための
情報処理を行うＣＰＵ等のプロセッサである。制御部１０２は、機能概念的に、成長状況
検出部１０２ａ、および、流量制御部１０２ｂを備えて構成される。
【００４７】
　このうち、成長状況検出部１０２ａは、検出手段（センサ等）としての入力部１１２を
介して成長誘導対象の成長状況を検出する成長状況検出手段である。一例として、成長状
況検出部１０２ａは、入力部１１２のセンサにより検出された情報に基づいて、ＥＬＩＳ
Ａ法により補足された抗原のシグナル物質伝達物質濃度等を定量化してもよい。他の例と
して、成長状況検出部１０２ａは、入力部１１２のセンサにより検出された励起波長λａ
ｂｓ付近での吸光度に基づいて、芳香属アミノ酸を含むたんぱく質の定量を行ってもよい
。このほか、成長状況検出部１０２ａは、カメラ等の入力部１１２を介して撮像された顕
微鏡画像情報に基づいて、形態認識を行い、分化ステージや、発達ステージや、発生ステ
ージ等の成長状況を判定してもよい。
【００４８】
　また、流量制御部１０２ｂは、成長誘導ファイル１０６ａに記憶された成長誘導プロト
コルに基づいて、成長状況検出部１０２ａにより検出された成長誘導対象の成長状況に応
じて、分泌体が分泌したサイトカインを含む培養液を成長誘導対象に供給する流量を制御
する流量制御手段である。例えば、流量制御部１０２ｂは、検出された成長誘導対象の成
長状況の成長段階に基づいて、成長誘導プロトコルを参照して、必要なサイトカインの種
類や作用量等を判定し、続いて、培養槽配置ファイル１０６ｂの配置情報に基づいて、必
要なサイトカインの種類や作用量の培養液を当該成長対象へ供給するため、出力部１１４
を介して弁１の切替制御や流量制御を行ってもよい。なお、流量制御部１０２ｂは、必要
とされるサイトカイン以外の液性因子が影響することを抑制するために、不要なサイトカ
インを通さないフィルタや、不要なサイトカインが熱失活されるように出力部１１４を制
御してもよい。
【００４９】
　ここで、成長誘導制御装置１００は、成長誘導プロトコルを提供するデータベースや、
成長誘導制御プログラムや画像形態認識プログラム等の外部プログラム等を提供する外部
機器２００と、ネットワーク３００を介して通信可能に接続して構成されてもよい。この
場合、成長誘導制御装置１００は、ルータ等の通信装置および専用線等の有線または無線
の通信回線を介して、ネットワーク３００に通信可能に接続されてもよい。
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【００５０】
　そして、図１において、通信制御インターフェイス部１０４は、成長誘導制御装置１０
０と、インターネット等のネットワーク３００（またはルータ等の通信装置）との間にお
ける通信制御を行う装置である。すなわち、通信制御インターフェイス部１０４は、他の
端末または局と、通信回線（有線、無線を問わない）を介してデータを通信する機能を有
する。外部機器２００は、ネットワーク３００を介して、成長誘導制御装置１００と相互
に接続され、各端末に対して成長誘導プロトコルを提供するデータベース等を提供する外
部データベースや、成長誘導制御プログラムや画像形態認識プログラム等の外部プログラ
ム等を実行するウェブサイト等を提供する機能を有する。
【００５１】
　ここで、外部機器２００は、例えば、パーソナルコンピュータや、サーバ用のコンピュ
ータなどのハードウェア要素と、オペレーティングシステム、アプリケーションプログラ
ム、その他のデータなどのソフトウェア要素とで実現されてもよい。例えば、外部機器２
００は、ＷＥＢサーバやＡＳＰサーバ等として構成していてもよく、そのハードウェア構
成は、一般に市販されるワークステーション、パーソナルコンピュータ等の情報処理装置
およびその付属装置により構成していてもよい。また、外部機器２００の各機能は、外部
機器２００のハードウェア構成中のＣＰＵ等のプロセッサ、ディスク装置、メモリ装置、
入力装置、出力装置、通信制御装置等およびそれらを制御するプログラム等により実現さ
れる。
【００５２】
　以上で、本実施形態の成長誘導システムの各構成の説明を終える。
【００５３】
［成長誘導制御処理］
　次に、このように構成された本実施形態の成長誘導システムにおける成長誘導制御装置
１００の成長誘導制御処理の一例について、以下に図５を参照して詳細に説明する。図５
は、本実施形態の成長誘導システムにおける成長誘導制御装置１００の成長誘導制御処理
の一例を示すフローチャートである。
【００５４】
　まず、成長状況検出部１０２ａは、センサやカメラ等の入力部１１２を介して、培養槽
４０内の成長誘導対象の成長状況を検出する（ステップＳＡ－１）。例えば、成長状況検
出部１０２ａは、ｐＨや、塩分濃度、ナトリウムイオン濃度、カリウムイオン濃度、カル
シウムイオン濃度、温度、糖度、圧力、シグナル伝達物質濃度、シグナル伝達たんぱく質
濃度、特定波長での吸光度等を、入力部１１２を介して検出することにより、臓器等の成
長誘導対象の成長状況を判定してもよい。一例として、成長状況検出部１０２ａは、ＥＬ
ＩＳＡ法により抗体に捕捉された抗原の有無や量に基づいて成長状況を判定してもよく、
芳香属アミノ酸特定の波長域２８０ｎｍでの吸光度でタンパク量を定量して成長状況を判
定してもよく、カメラ等で撮像された画像に基づいて形態認識を行うことで成長状況を判
定してもよい。
【００５５】
　そして、流量制御部１０２ｂは、成長誘導ファイル１０６ａに記憶された成長誘導プロ
トコルを読み出す（ステップＳＡ－２）。例えば、流量制御部１０２ｂは、成長誘導プロ
トコルのデータベースから、成長誘導対象の成長誘導プロトコルを抽出してもよい。
【００５６】
　そして、流量制御部１０２ｂは、読み出した成長誘導プロトコルを参照し、成長状況検
出部１０２ａにより検出された成長誘導対象の成長状況に応じた、サイトカインを含む培
養液の供給量を決定する（ステップＳＡ－３）。なお、流量制御部１０２ｂは、厳密な意
味で供給量の数値まで決定する必要はない。例えば、サイトカインが閾値以上の濃度で成
長誘導対象に成長を誘導するのならば、供給量は、その閾値以上であればよい。さらに、
流量制御部１０２ｂは、成長誘導プロトコルに閾値のデータがなく、かつ、培養液に含ま
れるサイトカインの量が不明な場合であっても、弁開閉制御による供給量の履歴情報と、
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その供給の結果、成長状況検出部１０２ｂにより判定された成長誘導対象の成長状況の変
化を対応付けることによって、サイトカインの作用量を学習することができる。そして、
次回以降、学習データベースを参照して、流量制御部１０２ｂは、供給量を概算してもよ
いものである。
【００５７】
　つづいて、流量制御部１０２ｂは、培養槽配置ファイル１０６ｂの配置情報に基づいて
、必要なサイトカインの種類や供給量の培養液を、当該成長対象へ供給するため、出力部
１１４を介して弁１の切替制御や流量制御を行う（ステップＳＡ－４）。
【００５８】
　以上が、本実施形態の成長誘導システムにおける成長誘導制御装置１００の成長誘導制
御処理の一例である。なお、成長誘導制御装置１００は、上述したステップＳＡ－１～Ｓ
Ａ－４の処理を繰り返し行ってもよい。
【００５９】
［実施例］
　以下、本発明にかかる実施形態の様々な実施例について説明を行う。
【００６０】
　本発明の本実施形態は、サイトカインを分泌する細胞、組織ないし臓器を複数種類培養
し、相互作用させ、成長誘導対象の増殖や分化等の成長を誘導するシステムや装置、方法
等を提供する。また、本発明の実施形態は、分泌されるサイトカインが、他のサイトカイ
ン分泌体に作用するにあたり、その順序を制御したり、成長誘導対象にサイトカインを作
用させたりするシステムや装置、方法等を提供とすることを目的とする。以下、図面を参
照しながら本実施例１～８を説明する。
【００６１】
＜実施例１＞
　図６を用いて、本実施例の臓器成長誘導装置の態様を説明する。本発明の実施例１を示
す構成図を図６に示す。図６は、実施例１および２の構成を示す図である。
【００６２】
　実施例１の細胞組織４１は、成長誘導対象となる細胞あるいは細胞組織ないしは臓器等
である。成長誘導対象４１としては、細胞、細胞塊、臓器、複数の臓器が連結したもの等
でもよい。
【００６３】
　容器（培養槽）４０は、培養する成長誘導対象４１を保存する。容器４０は、成長誘導
対象４１を格納できる大きさを持ち、外部からの衝撃や接触から成長誘導対象４１を保護
する。さらに容器４０は、遮光性、耐衝撃性、遮熱性などの機能を有してもよい。
【００６４】
　容器４０内での成長誘導対象４１の保存方法として、培養液が流入してくる管を動脈に
、流出してゆく管を静脈に接続することにより、臓器に培養液を灌流させてもよい。培養
液を望む方向に流すための圧力を与える方法として、流路上でポンプを使用する方法、重
力を利用する方法、浸透圧を利用する方法等が考えられる。これ以外にも、特許文献１（
特許第５８８１４２２号公報）に記載されるように、横隔膜に包まれた状態で吊り下げる
など、公知の方法で担持してもよい。
【００６５】
　サイトカイン分泌組織収納装置６０は、サイトカイン分泌組織５０を保存する。サイト
カイン分泌組織５０としては、摘出もしくは培養された副腎、甲状腺、脳下垂体のほか、
サイトカインを分泌する機能を持つ、遺伝子組み換え体を導入した細胞でも良い。サイト
カインの種類として、成長ホルモンや性ホルモン、サイトカインとして上皮成長因子（Ｅ
ｐｉｄｅｒｍａｌ　Ｇｒｏｗｔｈ　Ｆａｃｔｏｒ（ＥＧＦ））、線維芽細胞成長因子（Ｆ
ｉｂｒｏｂｌａｓｔ　Ｇｒｏｗｔｈ　Ｆａｃｔｏｒ（ＦＧＦ））、肝細胞成長因子（Ｈｅ
ｐａｔｏｃｙｔｏ　Ｇｒｏｗｔｈ　Ｆａｃｔｏｒ（ＨＧＦ））やケモカインなどが挙げら
れる。
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【００６６】
　弁１－００もしくは弁１－１１を経由して流入してくる培養液には、サイトカイン分泌
組織収納装置６０にてサイトカインが添加され、弁１－２０を経由して流出する。
【００６７】
　同様に、サイトカイン分泌組織収納装置６１には、サイトカイン分泌組織５１が格納さ
れている。また、収納装置６１について、中にサイトカイン分泌組織５１を格納せずに空
のままとし、培養液の流路としてのみ用いることもできる。
【００６８】
　弁１－００，１－０１，１－１１，１－２０，１－２１は、環流培養液の流量を制御す
る。弁の構造としては、油圧、空気圧、水圧などの物理的な力で駆動してもよいし、電磁
気力を用いてもよい。
【００６９】
　ここで、弁１－００，１－１１，１－２１を開放し、弁１－０１と１－２０を閉じれば
、流路系は透析部３０、弁１－００、収納装置６０、弁１－１１、収納装置６１、弁１－
２１、容器４０の順につながる。
【００７０】
　ここで、弁１－０１，１－１１，１－２０を開放し、弁１－００と１－２１を閉じれば
、流路系は透析部３０、弁１－００、収納装置６１、弁１－１１、収納装置６０、弁１－
２１、容器４０の順につながり、収納装置６０と収納装置６１の流路上での順番が、先の
例に対して逆になる。
【００７１】
　また、弁１－００と１－２０を開放し、弁１－０１，１－１１，１－２１を閉じれば、
収納装置６０のみが流路系上に乗る。
【００７２】
　入力部１１２の一部機能として、センサ７０は、容器４０内部の環境、例えば臓器の状
態を検出する。センサ７０によって検出された、臓器の状態に関する情報は、入出力制御
インターフェイス１０８等の入力デバイス８０へ向けて送信され、制御デバイス９０に入
力される。なお、複数のセンサを備えてもよい。
【００７３】
　図７は、本実施例の制御部デバイス９０のシステムブロック図である。本実施例の制御
デバイス９０は、上述した実施形態の制御部１０２ないし記憶部１０６に相当し、図７に
示すソフトウェア、もしくはこれに類似するシステムを備えており、入力デバイス８０か
らの信号に基づき、弁１－００，１－０１，１－１１，１－２０，１－２１の開閉を制御
する。図８は、培養手順データとホルモン分泌細胞の配置情報の例である。図９は、弁開
閉操作手順を示すフローチャートの一例である。
【００７４】
　本実施例の制御デバイス９０は、上述した実施形態の成長誘導ファイル１０６ａに相当
する、培養手順データ９０１と、これを格納する培養手順データベース９０２と、を備え
る。また、制御デバイス９０は、上述した実施形態の成長誘導ファイル１０６ｂに相当す
る、どの収納装置にどのサイトカイン分泌組織が収納されているかを記述したホルモン分
泌細胞の配置情報９０３（図８参照）を備える。
【００７５】
　また、制御デバイス９０は、培養手順データベース９０２とホルモン分泌細胞配置情報
９０３から、弁開閉操作手順書を生成する弁開閉手順作成部９０４（図９参照、上述した
流量制御部１０２ｂに相当）と、弁開閉操作手順書に従って弁１－００、１－０１、１－
１１、１－２０、１－２１の開閉操作を実施する弁開閉制御部９０５（上述した流量制御
部１０２ｂに相当）を備える。弁の開閉制御の手段としては、電気信号によるもの、無線
によるもの、機械的な作用によるものなど、様々な機構が考えられる。図１０は、本実施
形態を用いて臓器を培養し、その過程で弁の開閉操作を実施した場合の、臓器の成長過程
での各因子の培養液中濃度を示す図である。
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【００７６】
　以上の構成とその動態により、細胞組織４１は図１０のとおりに時間変化する濃度のサ
イトカインの化学的暴露を受け、細胞組織４１の成長と分化が制御される。
【００７７】
＜実施例２＞
　実施例２では実施例１の構成（図６参照）を用いて、胎盤細胞を５０、肝臓細胞を５１
、筋芽細胞を成長誘導対象４１とし、容器４０の中で筋肉組織を成長させる場合での本発
明の実施形態を、フローチャートを参照して説明する。
【００７８】
　特許文献３では、胎盤細胞が分泌する増殖因子ＨＧＦが肝臓細胞に作用し、肝臓細胞を
分裂・分化させる。さらに特許文献４（特表２００８－５１３０１３）では、肝臓細胞が
分泌する因子が、筋芽細胞に作用し、これを未分化な状態で増殖させることが報告されて
おり、後にこの因子がＴＧＦβであることが報告された（特許文献５：特許第５７９７１
１３号参照）。
【００７９】
　このことを踏まえて、本実験では、妊娠１２．５日目のマウス胎児から胎盤、肝臓、筋
芽細胞を回収し、それぞれＭＥＭαに１０％ＦＢＳを添加した培養液で１週間培養を行っ
た。その間、胎盤細胞５０の培養上清を肝臓細胞５１へ、肝臓細胞５１の培養上清を筋芽
細胞４１へ移動させて行った。培養液の移動量として、全体の５０％、２５％、１０％と
、０％の未移動の処理区を設けた。最終的に、培養した細胞数あるいはサイズ別で細胞数
をカウントした。図１１は、実施例２における培養手順データとホルモン分泌細胞の配置
情報の例を示す図表である。
【００８０】
　装置を動作させる準備として、図１１の培養手順書とホルモン分泌細胞の配置情報を入
力し、弁開閉操作手順書が生成される。図１２は、本実施例での弁開閉操作手順書をフロ
ーチャートで表わしたものである。
【００８１】
　生成された弁開閉操作手順書に従って培養操作が始まると、初期状態では、弁１－００
、１－１１、１－２１は開放され、弁１－０１と１－２０は閉じている。この構成におい
ては、胎盤細胞５０が肝臓細胞５１の上流に位置し、胎盤細胞５０が分泌する成長因子が
肝臓細胞５１に作用する。
【００８２】
　胎盤細胞５０がある程度増殖し、センサ７０が閾値である１００ｎｇ／ｍＬ以上の成長
因子を検出すると、胎盤細胞５０を収納する収納装置６０から、肝臓細胞５１を収納する
収納装置６１への流路を遮断するため、弁１－０１と１－２１が開かれ、弁１－００，１
－１１，１－２０が閉じられる。この操作により、収納装置６１のみが流路系上に残り、
筋芽細胞４１に適切な量の血清成分が供給され続け、筋芽細胞４１は筋肉組織へと分化す
る。
【００８３】
　次に肝臓細胞５１がさらに増殖し、センサ７０が閾値以上の血清成分を検出すると、肝
臓細胞５１を収納する収納装置６１から筋芽細胞４１を収納する容器４０への流路を遮断
するため、弁１－００と１－２０が開かれ、弁１－０１，１－１１，１－２１が閉じられ
る。この操作により筋芽細胞４１に対する血清成分の暴露が停止し、筋芽細胞４１のこれ
以上の筋肉組織への分化が停止する。
【００８４】
　その後、筋芽細胞から分化した筋肉組織がさらに成長し、筋肉組織が放出するシグナル
物質の濃度が閾値の０．２ｎｇ／Ｌを越えたことをセンサ７０が検出すれば、十分な量の
筋肉組織が得られていると判断し、培養操作が終了する。
【００８５】
　この一連の操作の間、センサ７０が検出する成長因子、血清成分、およびシグナル物質
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の時間変化は、図１３に示す通りとなる。図１３は、実施例２の筋芽細胞の培養過程での
各因子の培養液中濃度の時系列変化を示す図である。
【００８６】
　図１４は、本実施例２の結果得られた、胎盤細胞培養上清による肝臓細胞の増殖を示す
図であり、図１５は、肝臓細胞培養上清による筋芽細胞の増殖を示す図である。図１４お
よび図１５に示すように、本実施例により、胎盤細胞５０が肝臓細胞５１に作用し、細胞
が増殖し、肝臓細胞５１が細胞組織４１に作用し、細胞が増殖することが確かめられた。
【００８７】
＜実施例３＞
　本実施形態の実施例３を示す構成図を図１６に示す。図１６は、実施例３の構成図であ
る。本実施例では、３種類のサイトカイン分泌組織を相互作用させることができる。
【００８８】
　例えば弁１－００、１－１０、１－１２と１－２１を開放し、それ以外の弁１－０１，
１－０２，１－１１，１－２０，１－２２を閉めることにより、流路系は収納装置６０、
６２、６１の順につながる。
【００８９】
　それに対して、弁１－０１、１－１１，１－１０，１－２２を開放し、それ以外の弁１
－００，１－０２，１－１２，１－２０，１－２１を閉じれば、流路系は収納装置６１，
６０，６２の順につながる。
【００９０】
　弁１－０２，１－１０，１－２０を開放し、それ以外の弁１－００，１－０１，１－１
１，１－１２，１－２１，１－２２を閉じれば、流路系は収納装置６２，６０の順につな
がり、収納装置６１は流路系から外れる。
【００９１】
　このように、弁を開閉して流路系の順序や構成要素を制御することにより、サイトカイ
ン分泌組織の活動を制御する手法は、４種類以上のサイトカイン分泌組織を同数の収納装
置に１つずつ格納した構成でも適用可能である。
【００９２】
＜実施例４＞
　本実施形態の実施例４を示す構成図を図１７に示す。図１７は、実施例４の構成図であ
る。本実施例では、弁１－００，１－０１，１－１１，１－２０，１－２１の操作により
、収納装置６０もしくは６１のいずれか、もしくは両方が流路系から独立した場合に、サ
イトカイン分泌組織５０と５１あるいはその一方が、死滅せずに保存される手段を提供す
る。
【００９３】
　本実施例では、図１に示す第１実施例に加えて、収納装置６０は、ポンプ６０１、ガス
交換部６０２、透析部６０３からなる流路系を備えている。
【００９４】
　例えば、弁１－０１と１－２１を開放し、弁１－００，１－１１，１－２０を閉じた場
合、収納装置６１は透析部３０から容器４０に至る流路系に乗るが、収納装置６０は独立
する。この場合、長時間が経過するとサイトカイン分泌組織５０の活動により、老廃物の
蓄積と、酸素と栄養素の欠乏が起こり、サイトカイン分泌組織５０は死滅する。そこで、
ポンプ６１１、ガス交換部６１２、透析部６１３が培養液を還流させることにより、サイ
トカイン分泌組織５０の生命活動を維持する。
【００９５】
　収納装置６１に対してのポンプ６１１、ガス交換部６１２、透析部６１３と同様の装置
を、収納装置６０にも備えることにより、収納装置６０が流路系から独立した場合も、サ
イトカイン分泌組織５０の生命活動を維持することができる。
【００９６】
＜実施例５＞
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　実施例５では、図１に示す収納装置６０，６１と容器４０、およびそれらを接続する流
路に気泡、細胞あるいは細胞断片、その他のごみなどの異物が侵入するのを防ぐ手段を提
供する。図１８は、実施例５および実施例６の構成図である。
【００９７】
　例えば、収納装置６０に気泡やごみなどの異物が侵入した場合、細胞あるいは組織に異
物が接着することでその細胞部位に培養液が行きわたることができず、栄養素の欠乏と乾
燥が起こり、サイトカイン分泌組織５０は局所的に死滅する。細胞あるいは細胞が侵入し
た場合は、細胞あるいは組織に詰まりや接着を引き起こし、細胞あるいは組織の形質を変
えるあるいは死滅を誘起する。
【００９８】
　本実施例では、弁１－００，１－０１，１－１１，１－２０，１－２１は、異物を除去
する、カラム、フィルタ、トラップ、分岐フロー等の機構を備えている。この機構により
、例えば流路系上で生じた異物が収納装置６０に流れ込む前に、異物を除去する機構を備
えた弁１－００によって異物が除去され、サイトカイン分泌組織５０は生命活動を維持で
きる。
【００９９】
　異物を除去する機構として、フィルタ、カラム、トラップは、継続して使用するうちに
目詰まりを起こし、流路系が妨げられるため、定期的な清掃が必要にある。定期的な清掃
を不要となる手段としては、ＢＤ社やベックマンコールター社などが販売しているセルソ
ーターを用いてもよいし、層流を用いたオンチップ・バイオテクノロジーズの持つ特許（
特許第４６０１４２３号公報（特願２００４－３７９３２７））で公開されているソート
技術を用いることもできる。
【０１００】
＜実施例６＞
　実施例６では、図１に示す収納装置６０，６１と容器４０、およびそれらを接続する流
路から、特定のたんぱく質や化合物などの成分を除去、もしくはその生理学的効果を滅失
する手段を提供する。
【０１０１】
　本実施例では、弁１－００，１－０１，１－１１，１－２０，１－２１は、特定のたん
ぱく質や化合物などの成分を除去、もしくはその生理学的効果を滅失させるための、加熱
装置、ＵＶ照射装置、レーザー照射装置、化合物もしくはその溶液の注入装置等の機構を
備えている。この機構により、除去の対象とする特定のたんぱく質や化合物などの成分が
、例えば収納装置６０に流れ込む前に、弁１－００によってその成分を除去することがで
きる。
【０１０２】
　例として、血清成分である肝臓が分泌するアルブミンは、６０℃を超えた辺りから急速
に形質が変化し、生理活性を失うことが報告されている。一方で、乳タンパク質であるカ
ゼインは６０℃を超えても比較的安定している（Ｋａｔｏ　Ａ，　Ｏｓａｋｏ　Ｙ，　Ｍ
ａｔｓｕｄｏｍｉａ　Ｙ，　Ｋｏｂａｙａｓｈｉａ　Ｋ，“Ｃｈａｎｇｅｓ　ｉｎ　ｔｈ
ｅ　Ｅｍｕｌｓｉｆｙｉｎｇ　ａｎｄ　Ｆｏａｍｉｎｇ　Ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ　ｏｆ　
Ｐｒｏｔｅｉｎｓ　ｄｕｒｉｎｇ　Ｈｅａｔ　Ｄｅｎａｔｕｒａｔｉｏｎ”，　Ａｇｒｉ
ｃｕｌｔｕｒａｌ　ａｎｄ　Ｂｉｏｌｏｇｉｃａｌ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ，　１９８３，
４７巻３３－３７：社団法人日本農芸化学会）。これらのようにタンパク質の構造の特性
によって熱耐性が異なっており、これらの差を利用して特定のタンパク質の生理学的効果
を減失させることができる。
【０１０３】
＜実施例７＞
　本発明の実施例７を示す構成図を図１９に示す。図１９は、実施例７の構成図である。
実施例７では、流路系が環状になっており、培養液が循環して再利用される。
【０１０４】
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　ポンプ１０は、臓器収納容器４０からガス交換部２０の方向に培養液を環流させる圧力
を供給する。ポンプは、定常流ポンプであっても、拍動型ポンプであってもよいが、拍動
型ポンプの方がより望ましい。また、ポンプ１０の位置は、ガス交換部２０と透析部３０
の間や、収納装置６０や保存する容器４０の間など、ガス交換部２０、透析部３０、容器
４０を結ぶ流路上で、培養液に還流圧力を加えられる場所ならどこでもよいし、複数設置
してもよい。
【０１０５】
　ガス交換部２０は、培養液の中から二酸化炭素を除去し、酸素を加える。この機能は、
人工心肺などで用いられる、酸素・二酸化炭素交換機能と同等である。
【０１０６】
　透析部３０は、流入してくる培養液の一部もしくは全てから老廃物を除去する。除去の
方法として、半透膜を使ってもよいし、老廃物を凝縮沈殿させてもよいし、新たな培養液
と交換してもよい。
【０１０７】
　本実施例では培養液が還流するため、図１９に示す通りに相互作用が周回し、細胞組織
４１が分泌する物質が、サイトカイン分泌組織５０もしくは５１に対して作用する効果も
得られる。
【０１０８】
　ここで、図２０は、実施例７における、細胞間作用の周回を示す図である。図２０では
、細胞組織４１に筋芽細胞、サイトカイン分泌組織５０が胎盤細胞である場合に、筋芽細
胞が胎盤細胞の増殖を促している結果を示す。ここでは、筋芽細胞が分泌するＥＦＧおよ
びＦＧＦが胎盤細胞に作用していると考えられる。図２１は、本実施例７による筋芽細胞
上清による胎盤細胞の増殖を示す図である。図２１に示すように、本実施例７により還流
機構により、各種のサイトカインを含む培養液を循環させて、成長誘導対象を相互作用さ
せて、所望の細胞や組織を得られることが確かめられた。
【０１０９】
＜実施例８＞
　本実施形態の実施例８を示す構成図を図２２に示す。図２２は、実施例８の構成図であ
る。
【０１１０】
　本実施例では、容器４０およびポンプ１０、ガス交換部２０、透析部３０および、それ
らを接続する流路に、気泡、細胞、細胞断片、その他のごみなどの異物が侵入するのを防
ぐ手段を提供する。
【０１１１】
　収納装置４０に異物が侵入した場合、細胞あるいは組織に詰まりや接着を引き起こし、
細胞あるいは組織４１の形質を変えるあるいは死滅を誘起したり、流路の詰まりを引き起
こす。異物が細胞あるいは細胞断片である場合は、細胞のコンタミネーションが起こり、
正常な増殖、分化が阻害されることがある。
【０１１２】
　そこで、本実施例では、収納装置４０は、その上流にカラム、フィルタ、トラップ、分
岐フロー等の、異物を除去する機構１３０を備えている。
【０１１３】
　以上で、実施例１～８を含む本実施形態の説明を終える。
【０１１４】
［他の実施形態］
　さて、これまで本発明の実施形態について説明したが、本発明は、上述した実施形態以
外にも、特許請求の範囲に記載した技術的思想の範囲内において種々の異なる実施形態に
て実施されてよいものである。
【０１１５】
　例えば、成長誘導制御装置１００は、スタンドアローンの形態で処理を行うよう一体と
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して構成された例について説明を行ったが、これに限られず、外部機器２００等のクライ
アント端末からの要求に応じて処理を行い、その処理結果を当該クライアント端末に返却
してもよい。
【０１１６】
　また、実施形態において説明した各処理のうち、自動的に行われるものとして説明した
処理の全部または一部を手動的に行うこともでき、あるいは、手動的に行われるものとし
て説明した処理の全部または一部を公知の方法で自動的に行うこともできる。
【０１１７】
　このほか、上記文献中や図面中で示した処理手順、制御手順、具体的名称、各処理の登
録データや検索条件等のパラメータを含む情報、画面例、データベース構成については、
特記する場合を除いて任意に変更することができる。
【０１１８】
　また、成長誘導制御装置１００や培養槽４０を含む成長誘導システムや外部機器２００
に関して、図示の各構成要素は機能概念的なものであり、必ずしも物理的に図示の如く構
成されていることを要しない。
【０１１９】
　例えば、成長誘導制御装置１００の各装置が備える処理機能、特に制御部１０２にて行
われる各処理機能については、その全部または任意の一部を、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　
Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）などのプロセッサおよび当該プロセッサにて解釈実行
されるプログラムにて実現してもよく、また、ワイヤードロジックによるハードウェアプ
ロセッサとして実現してもよい。尚、プログラムは、後述する、コンピュータに本発明に
係る方法を実行させるためのプログラム化された命令を含む、一時的でないコンピュータ
読み取り可能な記録媒体に記録されており、必要に応じて成長誘導制御装置１００や外部
機器２００に機械的に読み取られる。すなわち、ＲＯＭまたはＨＤＤ（Ｈａｒｄ　Ｄｉｓ
ｋ　Ｄｒｉｖｅ）などの記憶部１０６などには、ＯＳ（Ｏｐｅｒａｔｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅ
ｍ）と協働してＣＰＵに命令を与え、各種処理を行うためのコンピュータプログラムが記
録されている。このコンピュータプログラムは、ＲＡＭにロードされることによって実行
され、ＣＰＵと協働して制御部を構成する。
【０１２０】
　また、このコンピュータプログラムは、成長誘導制御装置１００や外部機器２００に対
して任意のネットワーク３００を介して接続されたアプリケーションプログラムサーバに
記憶されていてもよく、必要に応じてその全部または一部をダウンロードすることも可能
である。
【０１２１】
　また、本発明に係るプログラムを、コンピュータ読み取り可能な記録媒体に格納しても
よく、また、プログラム製品として構成することもできる。ここで、この「記録媒体」と
は、メモリーカード、ＵＳＢメモリ、ＳＤカード、フレキシブルディスク、光磁気ディス
ク、ＲＯＭ、ＥＰＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭ、ＭＯ、ＤＶＤ、および、Ｂｌｕ
－ｒａｙ（登録商標）Ｄｉｓｃ等の任意の「可搬用の物理媒体」を含むものとする。
【０１２２】
　また、「プログラム」とは、任意の言語や記述方法にて記述されたデータ処理方法であ
り、ソースコードやバイナリコード等の形式を問わない。なお、「プログラム」は必ずし
も単一的に構成されるものに限られず、複数のモジュールやライブラリとして分散構成さ
れるものや、ＯＳ（Ｏｐｅｒａｔｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）に代表される別個のプログラム
と協働してその機能を達成するものをも含む。なお、実施形態に示した各装置において記
録媒体を読み取るための具体的な構成、読み取り手順、あるいは、読み取り後のインスト
ール手順等については、周知の構成や手順を用いることができる。プログラムが、一時的
でないコンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録されたプログラム製品として本発明を
構成してもよい。
【０１２３】
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　記憶部１０６に格納される各種のデータベース等（成長誘導ファイル１０６ａ，培養槽
配置ファイル１０６ｂ等）は、ＲＡＭ、ＲＯＭ等のメモリ装置、ハードディスク等の固定
ディスク装置、フレキシブルディスク、および、光ディスク等のストレージ手段であり、
各種処理やウェブサイト提供に用いる各種のプログラム、テーブル、データベース、およ
び、ウェブページ用ファイル等を格納する。
【０１２４】
　また、成長誘導制御装置１００や外部機器２００は、既知のパーソナルコンピュータ、
ワークステーション等の情報処理装置として構成してもよく、また、該情報処理装置に任
意の周辺装置を接続して構成してもよい。また、成長誘導制御装置１００や外部機器２０
０は、該情報処理装置に本発明の方法を実現させるソフトウェア（プログラム、データ等
を含む）を実装することにより実現してもよい。
【０１２５】
　更に、装置の分散・統合の具体的形態は図示するものに限られず、その全部または一部
を、各種の付加等に応じて、または、機能負荷に応じて、任意の単位で機能的または物理
的に分散・統合して構成することができる。すなわち、上述した実施形態を任意に組み合
わせて実施してもよく、実施形態を選択的に実施してもよい。
【０１２６】
＜先行技術の説明および対比＞
　なお、先行技術に対する補足として、先行技術の構成・動作の説明を行う。特許文献２
（特開２００１－１２０２６１）では、造血細胞前駆細胞を分化させ、造血をコントロー
ルする手段を提供している。具体的には、ヒト幹細胞を環流培養し、傍らに設置されたヒ
ト造血前駆細胞の環流培養系から造血増殖因子を含む培養液が、ヒト幹細胞の環流培養系
に流入するように設定されている。この結果、ヒト幹細胞からの造血が促される。
【０１２７】
　特許文献３（特表２０１３－５１０５９０）では、バイオリアクタまたは他の装置およ
び構成要素を用いて組織及び臓器を成長させるまたは分析するための物品および方法が提
供されている。この特許文献３では、（特許文献２でのヒト造血前駆細胞のような）サイ
トカイン分泌細胞と、ヒト幹細胞のような成長誘導対象の組織が同一の環流培養系に配置
され、分泌されたサイトカインが培養液に乗って成長誘導対象の組織に届き、成長誘導対
象の組織を成長、分化させる。
【０１２８】
　特許文献４（特表２００８－５１３０１３）では、サイトカインを分泌する複数種類の
細胞を同時に培養し、適宜流路を変更して任意に特定の種類の成長分化サイトカインを、
観察対象の細胞および組織に作用させる方法が公開されている。
【０１２９】
＜先行技術と本実施形態との比較＞
　特許文献２に対して本実施形態では、サイトカイン分泌細胞と成長誘導対象の組織が、
同一の環流培養形上に直列に配置されており、成長、分化の構造および制御方法が異なる
。
【０１３０】
　特許文献３に対して本実施形態では、複数種類のサイトカイン分泌細胞が、成長誘導対
象の組織に対して作用できる構造になっており、より複雑なサイトカインの制御を実現す
る。
【０１３１】
　特許文献４に対して本実施形態では、成長誘導対象の組織に対して複数種類のサイトカ
イン分泌細胞が作用できるだけでなく、サイトカイン分泌細胞同士が相互作用できる構造
になっており、より複雑なサイトカイン代謝を実現する。これにより、成長誘導対象の組
織に対して、より細かなサイトカインによる制御ができる。
【０１３２】
　細胞の増殖、分化、あるいは組織や臓器の発生において、異なる段階にて異なるサイト
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カインが必要であるが、本実施形態では段階に応じて異なるサイトカインを得る手段を提
供することができる。より具体的には、複数の種類のサイトカイン分泌細胞、ＡおよびＢ
が、順序が変更可能な流路上に直列で配置されており、環流培養されている。ここでは下
流に配置されたサイトカイン分泌細胞Ｂが、上流に配置されたサイトカイン分泌細胞Ａが
分泌するサイトカインＡに応答して、本来のＢではなく、別種のサイトカインＣを分泌す
るように転換できる構成になっている。
【０１３３】
　サイトカイン分泌の制御により、未分化な細胞の増殖や分化、未成熟の組織や臓器の成
長や分化を制御することができる。応用的な利用として、臓器の長期保存や、臓器の外的
要因に対する反応などの観察もできる。サイトカイン分泌細胞の転換は、各種センサによ
る自動か手動にて培養液の流路を変更することで制御される。
【０１３４】
＜参考特許文献＞
１．特許第５８８１４２２号「臓器又は組織の灌流培養方法及び灌流培養装置」
２．特開２００１－１２０２６１号公報「ヒト幹細胞含有組成物の培養方法及び形質転換
方法」
３．特表２０１３－５１０５９０号公報「臓器を形成および／または分析するためのバイ
オリアクタ、システム及び方法」
４．特表２００８－５１３０１３号公報「細胞培養用の潅流バイオリアクタ」
５．特許第５７９７１１３号「バイオ人工臓器作製方法」
【０１３５】
（付記１）
　成長誘導対象が細胞または組織である場合は、培養層に培養液を行き渡らせ、当該成長
誘導対象を長期培養し、成長誘導対象が臓器である場合は、培養臓器の血管に培養液を行
き渡らせ、当該成長誘導対象を長期間培養する第一の手段と、
　サイトカインを分泌する細胞種に培養液を行き渡らせ、培養臓器を長期間培養する第二
の手段と、
　サイトカインを分泌する細胞種に、サイトカインを分泌させる第三の手段と、
　サイトカインが含まれる培養液を、前記成長誘導対象の培養層あるいは培養臓器に行き
渡らせる第四の手段と、
　サイトカインが含まれる培養液の流量を制御する第五の手段と、
　を備えたことを特徴とする、成長誘導装置。
【０１３６】
（付記２）
　細胞あるいは組織あるいは臓器の成長誘導装置であって、
　一種類目のサイトカイン分泌細胞あるいは組織（５０）と、
　サイトカイン分泌細胞あるいは組織（５０）を保存するサイトカイン分泌組織収納装置
（６０）と、
　二種類目のサイトカイン分泌細胞あるいは組織（５１）と、
　サイトカイン分泌臓分泌細胞あるいは組織（６１）を保存するサイトカイン分泌細胞あ
るいは組織収納装置（６１）と、
　収納装置（６０）への培養液の流入量を調節する弁（１－００）と、
　収納装置（６１）への培養液の流入量を調節する弁（１－０１）と、
　収納装置（６０）と収納装置（６１）の間の培養液の流量を調節する弁（１－１１）と
、
　収納装置（６０）からの培養液の流出量を調節する弁（１－２０）と、
　収納装置（６１）からの培養液の流出量を調節する弁（１－２１）を、その下流に、成
長誘導の対象とする細胞あるいは組織あるいは臓器（４１）と、
　細胞あるいは組織あるいは臓器（４１）を保存する容器（４０）と、
　細胞あるいは組織あるいは臓器４１の状態を検出するセンサ部（７０）と、
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　センサー（７０）の信号等の、外部からの入力を受ける入力部（８０）と、
　入力部（８０）からの信号に基づき、弁（１－００，１－０１，１－１１，１－２０，
１－２１）の開閉を制御する、弁開閉制御部（９０）を備えたこと
　を特徴とする成長誘導装置。
【０１３７】
（付記３）
　付記２に記載の成長誘導装置であって、
　さらに３種類目のサイトカイン分泌細胞あるいは組織（５２）と、
　サイトカイン分泌細胞あるいは組織（５２）を保存するサイトカイン分泌細胞あるいは
組織収納装置（６２）と、
　収納装置（６２）への培養液の流入量を調節する弁（１－０２）と、
　収納装置（６０）と収納装置（６２）の間の培養液の流量を調節する弁（１－１０）と
、
　収納装置（６１）と収納装置（６２）の間の培養液の流量を調節する弁（１－１２）と
、
　収納装置（６２）からの培養液の流出量を調節する弁（１－２２）を備えたこと、
　を特徴とする、成長誘導装置。
【０１３８】
（付記４）
　付記２または３に記載の成長誘導装置であって、
　さらにサイトカイン分泌細胞あるいは組織（５０）の収納装置（６０）が、ポンプ（６
１１）、ガス交換部（６１２）、透析部（６１３）からなる環流系を備えたこと
　を特徴とする、成長誘導装置。
【０１３９】
（付記５）
　付記２乃至４のいずれか一つに記載の成長誘導装置であって、
　さらに流路上での弁（１－００、１－０１、１－０２、１－１０、１－１１、１－１２
、１－２０、１－２１、１－２２）の位置で、カラム、フィルタ、弁を備えた流路分岐点
などの、気泡、細胞あるいは細胞断片、その他のごみなどの異物を、流路系から除去する
機構を備えることを特徴とする、成長誘導装置。
【０１４０】
（付記６）
　付記２乃至５のいずれか一つに記載の成長誘導装置であって、
　流路上での弁（１－００、１－０１、１－０２、１－１０、１－１１、１－１２、１－
２０、１－２１、１－２２）のいずれか、もしくはすべての位置で、加熱、ろ過、吸着、
選択的化学反応などにより、特定の有機化合物、無機化合物、たんぱく質などの化合物を
、分解、除去、失活などの方法により、その生理学的活性を喪失させる機構を備えること
を特徴とする、成長誘導装置。
【０１４１】
（付記７）
　付記２乃至６のいずれか一つに記載の成長誘導装置であって、
　さらに培養液に酸素を供給し、二酸化炭素を排出するガス交換部（２０）と、
　培養液から老廃物を除去する透析部（３０）を備え、
　培養液を還流して再使用することを特徴とする、成長誘導装置。
【０１４２】
（付記８）
　付記２乃至７のいずれか一つに記載の成長誘導装置であって、
　細胞あるいは組織あるいは臓器（４０）を保存する容器（４１）が、細胞あるいは細胞
断片やその他のごみを通さないフィルタあるいは、除去装置（１３０）を具備することを
特徴とする成長誘導装置。
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【０１４３】
（付記９）
　付記２乃至８のいずれか一つに記載の成長誘導装置の機能を実現するための各ステップ
を含むことを特徴とする、成長誘導方法。
【０１４４】
（付記１０）
　成長誘導対象が細胞または組織である場合は、培養層に培養液を行きわたらせ、当該成
長誘導対象を長期培養し、成長誘導対象が臓器である場合は、培養臓器の血管に培養液を
行き渡らせ、当該成長誘導対象を長期間培養する第一のステップと、
　サイトカインを分泌する細胞種に培養液を行き渡らせ、培養臓器を長期間培養する第二
のステップと、
　サイトカインを分泌する細胞種に、サイトカインを分泌させる第三のステップと、
　サイトカインが含まれる培養液を、前記成長誘導対象の培養層あるいは培養臓器に行き
渡らせる第四のステップと、
　サイトカインが含まれる培養液の流量を制御する第五のステップと、
　を含むことを特徴とする、成長誘導方法。
【０１４５】
（付記１１）
　成長誘導対象が細胞または組織である場合は、培養層に培養液を行きわたらせ、当該成
長誘導対象を長期培養し、成長誘導対象が臓器である場合は、培養臓器の血管に培養液を
行き渡らせ、当該成長誘導対象を長期間培養する第一のステップと、
　サイトカインを分泌する細胞種に培養液を行き渡らせ、培養臓器を長期間培養する第二
のステップと、
　サイトカインを分泌する細胞種に、サイトカインを分泌させる第三のステップと、
　サイトカインが含まれる培養液を、前記成長誘導対象の培養層あるいは培養臓器に行き
渡らせる第四のステップと、
　サイトカインが含まれる培養液の流量を制御する第五のステップと、
　を含む方法をコンピュータに実行させるための、成長誘導プログラム。
【産業上の利用可能性】
【０１４６】
　以上詳述に説明したように、本発明によれば、臓器の成長段階ごとの成長因子の添加を
必要とすることなくコストを抑えて培養することができる、成長誘導装置、成長誘導方法
、および、成長誘導プログラムを提供することができる。
【符号の説明】
【０１４７】
１　弁
１０　ポンプ
２０　ガス交換部
３０　透析部
４０　培養槽（容器）
４１　細胞組織
５０，５１　分泌組織
６０，６１，６２　分泌組織収納装置
７０　センサ
８０　入力デバイス
９０　制御部
１００　成長誘導制御装置
１０２　制御部
１０２ａ　成長状況検出部
１０２ｂ　流量制御部
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１０４　通信制御インターフェイス部
１０６　記憶部
１０６ａ　成長誘導ファイル
１０６ｂ　培養槽配置ファイル
１０８　入出力制御インターフェイス
１１２　入力部
１１４　出力部
１３０　異物除去機構
２００　外部機器
３００　ネットワーク
６０１　ポンプ
６０２　ガス交換部
６０３　透析部
９０１　培養手順データ
９０２　培養手順データベース
９０３　配置情報
９０４　弁開閉手順作成部
９０５　弁開閉制御部
【要約】
成長段階ごとにサイトカインを添加するコストを抑えて成長を誘導するため、生体由来の
成長誘導対象に培養液を灌流する第一の培養槽、サイトカインを分泌する分泌体に培養液
を灌流する第二の培養槽、および、検出部と記憶部と制御部とを備えた成長誘導制御装置
、を備えた成長誘導システムにおいて、成長誘導手順を規定する成長誘導プロトコルを記
憶させ、制御部において、検出部を介して成長誘導対象の成長状況を検出し、成長誘導プ
ロトコルに基づいて、成長誘導対象の成長状況に応じて、分泌体が分泌したサイトカイン
を含む培養液を成長誘導対象に供給する流量を制御する。
【選択図】　図１
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